
 
 

空き家をお持ちの方や空き家になりそうで不安な方など

今後どうしたら良いか悩みを抱える方も多いと思います。 

空き家の売買・利活用や相続手続き、リフォームなど様々

なご相談に専門家が答える「空き家相談会」を以下のとおり

開催しますので、是非お気軽にご参加ください。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■申込先 白河市 企画政策課 移住定住推進係  

         〒961-8602 福島県白河市八幡小路 7 番地 1 

           TEL：0248-22-1111（内線）2３３0 

E-mail :  kikaku@city.shirakawa.fukushima.jp 

令和６年５月１８日(土)午前 9 時３0 分～正午 

事前申込制となります。（先着 10 名） 

電話又は Logo フォームでお申し込みください。 
また、お申し込みの際、希望時間帯及び当日の相談内容の概要
をお知らせください。   

白河市役所本庁舎５階 正庁 
（白河市八幡小路 7-1） 

 

 

 

 

参 加 費 

申込方法 

se  

会  場  

日  時  

無料 

◇主催 白河市空家等利活用促進対策協議会 

空き家のお悩みありませんか？ 

空き家相談会を開催します 

Logo フォームからの申込はこちら 


